
Ⅰ　研究の計画 Ⅱ　木造戸建て住宅のリノベーション事例における開口部まわりの空間構成

Re window
―木造戸建て住宅における開口部構成のリノベーション提案―
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(1) 研究の背景と目的

　日本の伝統的な木造建築は、柱と柱の間が開口部であり、建築と開口部

が表裏一体であったため、開口部について特に意識されることはなかった。

しかし、戦後近代化が進むと共に住宅も洋風化し、壁に開口部を設ける事

例も多くなった。それに伴い、日本建築が持っていた庇や縁側、またはそ

れらの要素が作り出していた「中間領域」と呼ばれる空間は失われていった。

１枚の壁面だけで構成された開口部や、安易に設けられた掃き出し窓は、

ライフスタイルと不適合であったり、家具の配置や生活行為と不釣り合い

な部分が生じてきているのではないだろうか。

　本研究では居住者のニーズの変容、地域との関係性の変化とともに、開

口部の構成も設備や間取りと同様に見直すべき重要な要素であると捉え、

開口部構成を改修する可能性に着目する。木造戸建て住宅のリノベーショ

ン事例を対象とし、現代の作品における開口部構成の抽出、その利用実態

の整理、それぞれの機能に対する居住者の認識や意識を把握、現代のライ

フスタイルと合致した新たな開口部の構成のあり方を検討し、最終的な提

案では、分析・調査を踏まえた木造戸建て住宅のリノベーション提案を行う。

(1) 研究の背景と目的

　新建築住宅特集 2000 年 1 月号~2012 年 8 月号に掲載された木造戸建て

住宅のリノベーション事例と記事から読み取れた 83 件を対象とし、掲載さ

れている記事・図面データから情報を読み取り分析を行い、過去 12 年間の

作品における開口部構成の傾向を把握するとともに、その構成が生活にど

のような影響を与える可能性があるかを考察する。

　リノベーションが施された開口部まわりの空間構成について分析を行う

と、361 箇所の開口部で幾重にも重なった壁に開口部を配する手法の「重

なるマド」、たまりの空間をつくる手法の「厚みのあるマド」、屋根を延長

させたり、庇を設ける手法の「屋根のあるマド」、外壁から突き出たスペー

スを作る手法の「張り出るマド」、スクリーンを設ける手法の「スクリーン

のあるマド」の 5つの空間構成要素を抽出することが出来た。

　また都市住宅型は 83 作品中 14 作品、郊外住宅型は 41 作品、田園住宅型

は 19 作品に分類することが出来、それぞれの住宅環境における傾向は表の

ように見られた。
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(2) 研究の構成

　「Ⅰ　研究の計画」では、開口部

改修に着目するに至った背景から、

本研究の目的と構成を示す。「Ⅱ　

木造戸建て住宅のリノベーション

事例における開口部の構成」では、

文献調査を行い、近年の住宅作品

における開口部まわりの空間構成

を抽出し、その特徴を明らかにす

る。「Ⅲ　木造戸建て住宅のリノ

ベーション事例における開口部の

利用実態」では、リノベーション

事例での実態調査とヒアリング調

査を行い、開口部の構成が与えて

いる影響と、改修する可能性につ

いて検証する。「Ⅳ　ケーススタ

ディ」では、「Ⅱ」「Ⅲ」における分析・

調査を基に、実際の敷地における

プランを作成し、提案を行う。
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　開口部は外部環境によって位置や構成が大きく変わる。しかし都内には

郊外のような住宅地が存在し、郊外にも都市のような密集地域が存在する

ため、地域で一概に住宅環境を定義できない。そこで建蔽率 50％以上で、

建物の三方以上が隣地に囲まれているものを都市住宅型、建蔽率 30％以下

で、建物の四方が庭や森などのボイド空間に囲まれているものを田園住宅

型、それ以外を郊外住宅型と定義し、住宅特集から読み取れる範囲で、外

部環境を含めた考察を行う。

◯A：重なるマド (62/361)

　幾重にも重なった壁に開口を配する手法。壁と壁の間に出来た空間は、内部と外部を緩やかに

繋ぐ。また開口をずらして配置することで、視線をコントロールすることが出来る。

◯B：厚みのあるマド (46/361)

　四方を囲んだまま外に張り出したり、壁をふかし内側に配置することによって、たまりの場を

つくる手法。囲われたスペースのため、一室空間であっても、質の違う場を作り出す事が出来る。

◯C：屋根のあるマド (250/361)

　開口の上部の屋根を延長させたり、庇を設ける手法。日差しや雨を遮るだけではなく、すだれ

やグリーンカーテンを吊るすきっかけにもなりうる。デッキと共に設置されることが多い。

◯D：張り出るマド (119/361)

　デッキやバルコニーなど、外壁から突き出したスペースを作る手法。屋根や庇と共に作られる

ことが多い。リビングや寝室などの主用室に付随させることで、生活行為を外部に延長させるこ

とを促すことが出来る。

◯E：スクリーンのあるマド (95/361)

　開口部にスクリーンを設ける手法。小さいスペースでも、外部からの視線を緩やかに遮る事が

出来る。また可動式のスクリーンであれば、居住者の意思で境界を調整することが出来る。

図 1　研究フロー 図 2　住宅地型の定義 表 3　住宅地型とその開口部構成の特徴

表 2　開口部構成の特徴

表 1　文献調査対象事例



視線　風
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視線　風

音　暑さ・寒さ
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くつろぐ　おしゃべり

居座る　日光浴
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置物　写真

植物　思い出の品

　また各事例において確認されたアクティビティは、「飾る」「溜まる」「通

す」「遮る」の 4つにまとめることが出来た。置物や植物を「飾る」行為は、

自身の住宅を飾り立てるという内側の意識から起こりうる行為であるが、

住人の生活感を出し、閑静な住宅地に個性を与える。佇む・居座るなどの「溜

まる」行為は、建築の境界で行われることによって、地域住民との関わり

を持つきっかけとなる。風や光を「通す」行為は、住宅室内に広がりを与

えるだけではなく、明かりや空気のみが外に漏れ出すことで、気配を共有

することが出来る。暑さや視線を「遮る」行為は、住宅環境を維持することや、

行き過ぎた視線の透過を防ぐことが可能である。

　文献調査においては 5つの構成要素を抽出したが、断面図や立面図が十

分に掲載されていなかったため、開口部の高さとアクティビティの関係を

把握することは困難であった。しかし実態調査において、開口部の高さが

生活行為に大きな影響を与えていることが分かった。

(3)計画地と対象事例

　開口部構成改修住居を提案に当たり、郊外住宅型に当てはまる、東京都

調布市の住宅地を選定する。敷地は第一種低層用住居地域であり、閑静な

住宅地である。対象とする地区は駅から徒歩 5分で、利便性は高い。しか

し高齢化が進み、孤独死や身寄りのない高齢者が戸建て住宅に 1人で住ん

でいるという現状がある。そのため、空き家や老朽化した木造戸建て住宅

が点在し、住環境自体は良好でありながらも、背景に社会問題を抱えている。

　今回はリノベーション提案のため、現在のプランや居住者属性を確認す

ることが可能な木造戸建て住宅を設計対象としたところ、3つの戸建て住

宅を選定出来た。実際の現在の暮らしをベースとし、今後の住まい方を考

慮しながら開口部構成改修住居のケーススタディとして提案を行う。

　さらに住宅環境を軸にした比較を行うと、郊外住宅型において最も多く

の種類のアクティビティが確認された。郊外住宅型は敷地内にある程度の

屋外空間を確保することが可能だが、外からの視線も考慮する必要がある

ため、多くのアクティビティが開口部まわりで確認できたと考えられる。

したがって開口部構成のリノベーションが生活行為に大きな影響を与える

のは、郊外住宅型において最も顕著であると言える。

　センター北の住宅では外壁の操作によって、室内窓が生じていた。新座

の家Ⅰにおいても、改修以前から室内窓が取り入れられ、居住性の向上だ

けではなく、家族間のつながりも生み出していた。外壁の開口部と室内窓

を組み合わせて用いることで、より良い住宅環境が生まれていると言える。

　5つの構成要素を用いることによって、開くことも距離をつくることも

可能になるだけではなく、開口部まわりに生まれた空間が、日常生活にお

いて有効的に機能することも実態調査から明らかになった。構成要素によっ

て引き出されたアクティビティによって、まちとの接点が生まれ、関係も

インタラクティブなものになると考える。

Ⅲ　木造戸建て住宅のリノベーション事例における開口部の利用実態

Ⅳ　ケーススタディ

(1) 調査の目的と事例の選定

　開口部・開口部まわりも含めリノベーションを行った木造戸建て住宅の

事例において、改善した開口部が可能にした暮らしを明らかにする。また

前章の文献調査で抽出した 5つの構成要素について、様々なアクティビティ

を引き出す手法として、その有効性を検証する。

　都内近郊に位置し、居住者へのヒアリング調査、住まいの生活実態調査

が可能な事例を 5つ選定し、調査を行った。

(2)調査結果

　ヒアリング・実態調査を行った各事例においては、表で示すように 5つ

の空間構成要素とアクティビティを抽出した。

(1) 開口部構成改修住居の提案

　ケーススタディにおいては、既存の構造や敷地条件を考慮し、開口部ま

わりと開口部構成を主軸としたリノベーションを行い、さらに構造に影響

のない範囲で室内窓の取り付けを行うことでコンセプトを明快に実現する。

(2) 計画地の選定

　第二、第三章の文献調査と実態調査では、建蔽率や敷地条件などから住

宅環境を 3つに分類し考察を行ったが、郊外住宅型に当てはまる作品が最

も多く見られ、アクティビティも最も多く見られた。コンセプトの実現に

当たり、開口部構成改修住居の汎用性がある住宅地型は郊外住宅型である

と捉え、本研究では郊外住宅型にあてはまる敷地を選定する。それに伴い、

第二章で得られた郊外住宅型の開口部構成の傾向を反映した設計を行う。
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敷地：東京都練馬区

敷地面積：344.88 ㎡

建築面積：69.56 ㎡

延床面積：110.13 ㎡

建ぺい率：20.16 ㎡

容積率：31.932%

敷地：東京都豊島区

敷地面積：64.66 ㎡

建築面積：37.78 ㎡

延床面積：91.78 ㎡

建ぺい率：58.40％

容積率：141.9%

敷地：神奈川県横浜市

敷地面積：194.81 ㎡

建築面積：77.83 ㎡

延床面積：141.76 ㎡

建ぺい率：39.951%

容積率：72.768%

敷地：神奈川県鎌倉市

敷地面積：559.22 ㎡

建築面積：71.74 ㎡

延床面積：138.35 ㎡

建ぺい率：12.828%

容積率：24.739%

敷地：埼玉県新座市

敷地面積：約 400 ㎡

建築面積：107.60 ㎡

延床面積：134.32 ㎡

建ぺい率：26.90%

容積率：33.58%
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音を遮る
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厚みを机として利用する
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風を通す

置物を飾る

暑さを凌ぐ

都市住宅型

調査物件

前所有者 第三者が所有 第三者が所有 オーナーが所有以前から所有 以前から所有

空間構成

アクティ

ビティ

KCH 三姉妹の家 センター北の住宅 新座の家Ⅰ
鎌倉のリノベーション／

音楽ホール付きシェアハウス

郊外住宅型 田園住宅型

N

case.1

case.2

case.3

S=1:1000

表 4　調査事例における開口部構成とアクティビティ 図 4　開口部構成と高さの関係 図 5　開口部構成がアクティビティを生み出すフロー

図 3　開口部構成とアクティビティ



N

改修後2階平面図　S=1:100改修後1階平面図　S=1:100

N

改修後2階平面図　S=1:100改修後1階平面図　S=1:100
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1820 1820 910

910910 910 910 910 910

居間

ダイニング・キッチン 個室

個室

個室

個室

シャワー室
トイレ

玄関

洗面室 トイレ

浴室

掃き出し窓から腰窓へ改修
窓辺での作業

a

b

b’

a’

長く張り出す机
アウトドアリビングのきっかけ

気軽な休憩スペース

市民農園利用者との交流

ちょっとした立ち話 庭を眺めながらくつろぐ 庭を眺めながらくつろぐ

机・ベッド・椅子にもなりうる厚み

明るい廊下

・敷地面積　　　　101.2 ㎡

・建築面積　　　　50.5 ㎡

・延床面積　　　　88.6 ㎡

・建蔽率　　　　　49.5％

・許容建蔽率　　　50％

・容積率　　　　　87.1％

・許容容積率　　　100％

・階数　　　　　　地上 2階

・敷地面積　　　　113.3 ㎡

・建築面積　　　　56.3 ㎡

・延床面積　　　　109.4 ㎡

・建蔽率　　　　　49.6％

・許容建蔽率　　　50％

・容積率　　　　　96.5％

・許容容積率　　　100％

・階数　　　　　　地上 2階

◯現状　

 ・築 50 年

 ・80 代の祖母が一人で住んでいる

 ・2階は娘家族が宿泊する際に使用するのみ

 ・この春孫が大学院の卒業をきっかけに同居予定

 ・畳部屋が多く、腰をかけるところがない

 ・西側は空き地であるが、住宅が建つ可能性がある

◯現状　

 ・空き家

 ・元所有者には身寄りがなく、晩年はお隣が面倒を見

　 ており、不動産の相続もお隣が行った

 ・貸し出して賃料を得ることも検討中

 ・南側は庭を挟んで比較的人通りの多い道と市民農園

　 に面している

◯単身世帯住居から二世帯住居へ

　孫との同居をきっかけに改修を行う。孫の個

室を確保できるスペースは十分あるが生活時間

のずれが大きいため、時間軸に対する配慮が必

要である。

◯4人住まいのシェアハウスへコンバージョン

　シェアハウスとして貸し出すのをきっかけに

改修を行う。現在のプランは玄関が東側にあり

小さいため、靴を収納できるスペースがない。

◯ダイアグラム

南側に新たな壁を設け、増築する。増築の際に

生じた室内窓を利用し、祖母と孫の程よい距離

を保つとともに、お互いの存在認識につなげる。

◯ダイアグラム

　農園に面している敷地状況を生かし、南面の

開口部に長い机を張り出す。住民がアウトドア

リビンングとして使うだけではなく、コミュニ

ティの場として地域住民の利用を促す。
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玄関

納戸

居間

キッチン・ダイニング
洗面室 浴室

寝室

和室
(宿泊スペース) (孫の部屋)

和室

吹き抜け

室内窓から 1階の雰囲気が伝わる

半屋外空間でくつろぐ
視線を遮る
スクリーンの設置

トイレを見えなくする

座れる窓まわり
近所の人と立ち話

南北に抜ける風

南北に抜ける風
明るい洗面室

室内窓から伝わる 2階の気配
高さを抑え落ち着いた窓まわり

玄関 居間 寝室

物置

和室 和室

キッチン 浴室

祖母 祖母＋孫

空き家 シェアハウス
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case.3

地域へ

・敷地面積　　　　113.3 ㎡

・建築面積　　　　56.3 ㎡

・延床面積　　　　109.4 ㎡

・建蔽率　　　　　49.6％

・許容建蔽率　　　50％

・容積率　　　　　96.5％

・許容容積率　　　100％

・階数　　　　　　地上 2階

◯現状　

 ・築 50 年

 ・70、80 代の祖父母が住んでいる

 ・昔住んでいた娘・息子の部屋は荷物で埋め尽くされ

   ており、使用されていない部屋がある

 ・道の行き止まりにあり、車は入れない

 ・隣家に囲われており、大規模な増築は望めない

居間

物置部屋

寝室

キッチン

玄関

浴室

物置部屋

1820 18209101820

18202730 2730

1820 1820910 910

キッチン

玄関 寝室

子供室

洗面室 浴室

サンルーム

リビング・ダイニング

トイレ

洗濯物を干す動線の確保

玄関まわりの改修に伴う
トイレの移動

隙間からこぼれ出る光

動線の簡素化

南北に抜ける風

掃き出し窓から腰窓に変更
机と棚を設置

溜まる空間
オルタナティブな場

高さの異なるベランダ
座る・くつろぐ・外を見る

窓台と連続した机

◯娘世帯への譲渡

　マンションへ引っ越し、娘世帯へ不動産を譲

渡するのをきっかけに改修を行う。まず玄関の

大きさを見直し、再構築する必要がある。

◯ダイアグラム

　奥まった玄関にルーバーをとりつけること

で、光が透過し中の様子を伺うことが可能とな

る。また 2階の広いベランダや 1階の和室の用

途を見直すことで、明るい部屋を確保すること

が可能となる。

祖父母 孫世帯
N
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　抽出した要素を設計者が用いて境界の操作を行うことで、居住者の外に対する意識を変化させることが期待出来るだけ

ではなく、地域住民との着かず離れずの距離を保つことも可能となる。

　開口部構成のリノベーションが施された住居が連なることで、豊かな屋外空間も連続し、地域の一体感がまちなみから

醸成される。そうして住宅街は活気を取り戻していく。


